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 福島県では、東日本大震災に伴い発生した東京電力株式会社福島

第一原子力発電所事故（以下「原発事故」という。）の影響により

避難等を余儀なくされた地域での営農再開等を支援しています。  

 

 令和８年度第１次申請を下記の期間に受け付けます。  

 本手引きの内容をご確認の上、申請してください。  

【受付期間】令和８年３月26日（木）～４月17日（金）  

 

 ただし、申請書類の一つとして、市町村の「確認書」が必要とな

りますので、余裕をもって、営農を行う市町村担当窓口へ提出（持

参）してください。  

 なお、本事業は令和８年度当初予算成立後に正式に決定いたしま

すので、ご承知願います。  

また、営農再開支援事業で行われていた家畜導入については、令

和８年度から本事業で行われることになります。  

詳しくは、各農林事務所にお問い合わせください。  
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